
別紙 

１． 事業評価総括表（令和４年度）  
                                                         (単位 :円) 

番号 措置名 交付金事業の名称 
交付金 

事業者名 
交付金事業に要した

経費 
交付金充当額  備考 

１ 

公共用施設に係
る整備、維持補修
又は維持運営等
事業 

川根本町簡易水道施設 
テレメータ装置更新工事 

川根本町 9,000,000 9,000,000 
総事業費 

10,868,000 

(注) 事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。



２．事業評価個表（令和４年度）  

番号 措置名 交付金事業名  

１ 公共用施設に係る整備、維持補修
又は維持運営等事業  川根本町簡易水道施設 テレメータ装置更新工事 

交付金事業者名  川根本町  

交付金事業実施場所  川根本町 下泉・千頭 地内ほか  

交付金事業の概要  

・大間浄水場(子局)、争無沢導水ポンプ場(子局)、原送水ポンプ場(子局)のテレメータ装置更新、既設盤改造  
・本庁(親局)、総合支所(親局)の既設中央監視機能増設  

本町では、11施設水道の施設情報をテレメータ装置で監視しており、令和２年度から機器生産、保守が終了
した修繕不可能なテレメータ装置の更新を行っている。  

これにより安全で安心な水の安定した供給に必要な施設監視、機器制御が出来るため、令和４年度において、
電源立地地域対策交付金事業を活用し本事業を実施する。  

交付金事業に関係する市町の主
要政策・施策とその目標 

交付金事業に関する主要政策・施策  
 第２次川根本町総合計画 
  第３章 生活環境・基盤整備分野 快適に安心して暮らせるふるさと  
   ３－２ 生活環境 
    目指すべき方向性：「安心・衛生的な生活環境の維持」  
 
 
施策とその目標  
 老朽化した水道施設の更新や改良を行い、良質な水道水を安定供給する。  
  ・簡易水道施設テレメータ装置更新  
      (争無沢導水ポンプ場、原送水ポンプ場、大間浄水場、本庁舎、総合支所) 

事業開始年度 令和４年度  事業終了（予定）年度  令和４年度  

事業期間の設定理由  

 

 



交付金事業の成果目標及び成
果実績  

成果目標 成果指標  単位 評価年度           令和５年度 

安定的な水道
水の供給 
供給日数365日 

供給日数 

成果実績 日  

目標値 日 365 

達成度 ％  

評価年度の設定理由 

令和４年度事業のため。 

交付金事業の定性的な成果及び評価等 

 

評価に係る第三者機関等の活用の有無 

無 

交付金事業の活動指標及び活
動実績  

活動指標  単位 令和４年度 年度 年度 

簡易水道施設テレメー
タ装置更新 

活動実績 式 １   

活動見込 式 １   

達成度 ％ 100.0   

交付金事業の総事業費等 令和４年度 年度 年度 備考 

 

総事業費  10,868,000    

交付金充当額  9,000,000    

 
うち文部科学省分      

うち経済産業省分  9,000,000    

交付金事業の契約の概要 

 
契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額 

簡易水道施設テレメータ装置更
新工事 

指名競争入札 
日本エンヂニヤ株式会社 
（愛知県長久手市） 

10,868,000 

 



交付金事業の担当課室 くらし環境課 環境政策室 

交付金事業の評価課室 くらし環境課 生活環境室 

 

(注) (１) 事業ごとに作成すること。 

   (２) 番号の欄には、事業評価総括表における番号欄に対応した数を記入すること。 

（３） 交付金事業の概要の欄は、事業内容、必要性、期待される効果等を記載すること。 

（４） 交付金事業に関係する市町の主要政策・施策とその目標の欄は、当該事業が関連づけられている当該市町の上位政策・施策とその目標を記載

すること。 

（５） 事業期間が複数年度にわたる事業については事業期間の設定理由を記載すること。 

（６） 成果目標及び成果指標の欄は、交付金事業に関係する市町の主要政策・施策とその目標を踏まえて定量的に記載すること。当該事業の定量的

評価が困難な場合には、成果目標の欄に、定性的な目標を、交付金事業の定性的な成果及び評価等の欄に、定性的な成果及び評価を記載するこ

と。 

（７） 評価年度及び評価年度の設定理由の欄は、交付金事業の内容、成果目標及び成果指標を踏まえ記載すること。 

    なお、交付金事業の評価に第三者機関等を活用する場合、評価年度の設定には当該機関等による評価実施時期も考慮すること。 

（８） 成果実績の欄は、評価年度に成果指標に基づき測定した数値を記載すること。ただし、評価年度が到来していない場合は、成果実績の欄は空

欄とし、評価年度に別途、報告を行うこと。 

    なお、成果実績を別途報告する際に、交付金事業の評価に第三者機関等を活用する場合には、当該機関等による評価についても、併せて報告

を行うこと。 

（９） 交付金事業の定性的な成果及び評価等の欄は、上記（６）の定量的評価が困難な場合における定性的な成果及び評価の記載のほか、成果実績

が目標値に達しない場合の要因分析及び次年度に向けた改善点並びに評価に第三者機関等を活用した場合には当該機関等の評価を記載すること。 

（10） 評価に係る第三者機関等の活用の有無の欄については、第三者機関等を活用した場合にあっては、第三者機関等の名称及び構成員等を記載す

ること。 

（11） 交付金事業の活動指標及び活動実績の欄は、当該事業の進捗度、利用量等の活動量を記載すること。 

(12) 交付金事業の契約の概要の欄は、契約件数が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。 

（13） 交付金事業の担当課室の欄は事業を実施した課室を、交付金事業の評価課室の欄は事業評価を実施した課室の名称を記載すること。事業実施

課室と評価実施課室が同一でも差支えない。 


